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(57)【要約】
本発明は超音波治療及び加圧治療を組み合わせた傷の治
療装置に使用する器具及び方法に関する。本器具は、外
側の圧力チャンバと、圧力チャンバの側部及び／又はそ
の中に取り付けられた超音波トランスデューサと、圧力
チャンバの中に設けられた治療チャンバとを具えている
。治療チャンバは、傷を洗浄し傷への有益な治療要素の
流れを増加させ傷に様々な治療化合物を送出するように
、傷付いた体肢に超音波誘起局所加圧治療を施す。治療
液が治療チャンバの中に保持され治療チャンバを通して
循環する。治療チャンバを囲む圧力チャンバは、傷付い
た体肢の中の血液循環を増加させるように、傷付いた体
肢に外部加圧治療を施す。圧力チャンバの側部及び／又
は中に取り付けられた超音波トランスデューサは、治療
チャンバの中に局所的な加圧治療を誘起するように、圧
力チャンバの中に保持された接触媒体を通して治療用の
超音波エネルギを治療チャンバに送出する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　体肢を治療するための方法であって、
　接触媒体を収容する圧力チャンバと、前記圧力チャンバの中の治療チャンバであって、
治療液を収容する前記治療チャンバと、前記圧力チャンバの中に超音波を放射するための
少なくとも１の超音波トランスデューサと、を具える器具の中に治療すべき体肢を挿入す
るステップと、
　前記接触媒体を介して前記治療チャンバに前記超音波を送出するステップと、
　前記治療液を介して前記治療すべき体肢に前記超音波を当てるステップと、
を具えていることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記超音波トランスデューサから放射される前記超音波が、約１５ｋＨｚ乃至２０ＭＨ
ｚの範囲の周波数を具えていることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記超音波トランスデューサから放射される前記超音波が、約２０ｋＨｚ乃至１００ｋ
Ｈｚの範囲の好適な低周波数を具えていることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記超音波トランスデューサから放射される前記超音波が、約３０ｋＨｚの推奨される
低周波数を具えていることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記超音波トランスデューサから放射される前記超音波が、約０．７ＭＨｚ乃至２０Ｍ
Ｈｚの範囲の好適な高周波数を具えていることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記超音波トランスデューサから放射される前記超音波が、約０．７ＭＨｚの推奨され
る高周波数を具えていることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記超音波トランスデューサから放射される前記超音波が、少なくとも１ミクロンの振
幅を具えていることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記超音波トランスデューサから放射される前記超音波が、約３０乃至２５０ミクロン
の範囲の好適な低周波数の振幅を具えていることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記超音波トランスデューサから放射される前記超音波が、約５０ミクロンの推奨され
る低周波数の振幅を具えていることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記超音波トランスデューサから放射される前記超音波が、少なくとも１ミクロンの高
周波数の振幅を具えていることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記超音波トランスデューサから放射される前記超音波が、少なくとも５ミクロンの好
適な高周波数の振幅を具えていることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記超音波トランスデューサから放射される前記超音波が、約１０ミクロンの推奨され
る高周波数の振幅を具えていることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記器具が、さらに、前記治療チャンバを撹拌する手段を具えていることを特徴とする
請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記器具が、さらに、前記超音波トランスデューサを選択的に作動させる手段を具えて
いることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１５】



(3) JP 2010-501285 A 2010.1.21

10

20

30

40

50

　体肢を治療するための前記圧力チャンバが、さらに、
　前記圧力チャンバの中に接触媒体を注入するため及び／又は前記圧力チャンバから接触
媒体を引き出すための少なくとも１のポートと、
　前記ポートに連通する少なくとも１のポンプと、
を具えており、
　前記ポンプが前記ポートを通して前記圧力チャンバの中に前記接触媒体を移送すること
を特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記圧力チャンバが、さらに、少なくとも１のポートを通して接触媒体を選択的に移送
するための手段を具えていることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　請求項１に記載の前記圧力チャンバが、さらに、少なくとも１のポートを選択的に開放
及び／又は閉止するための手段を具えていることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　体肢を治療するための前記治療チャンバが、さらに、
　頂部を具えた柔軟な殻と、
　前記治療すべき体肢を挿入する前記頂部の開口部と、
　治療すべき体肢の周りに前記開口部を封着させる手段と、
を具えていることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　さらに、前記治療チャンバが、容易に取り外し可能且つ使い捨て可能な柔軟な殻を具え
ていることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　さらに、前記治療チャンバの中に前記治療液を移送するステップを具えており、
　前記治療チャンバが、少なくとも１の入口と、前記入口に連通する少なくとも１のポン
プと、を有しており、
　前記ポンプが、前記治療チャンバを通して治療液を移送することを特徴とする請求項１
に記載の方法。
【請求項２１】
　前記治療チャンバの少なくとも一部が、さらに、手袋に似た全体的な形態を具えている
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２２】
　前記治療チャンバの少なくとも一部が、さらに、靴下に似た全体的な形態を具えている
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２３】
　さらに、前記圧力チャンバの中にポートを通して前記接触媒体を移送するステップを具
えており、
　前記ポートが、さらに、
　前記ポートに取り付けられたノズルと、
　前記ポートを通して前記接触媒体をターゲッティングする前記ノズルと、
　前記ノズルの中の少なくとも１のシンバルトランスデューサと、
　前記ポートを開放及び／又は閉止するための手段と、
を具えていることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２４】
　体肢を治療するための器具であって、
　接触媒体を収容する圧力チャンバと、
　前記圧力チャンバの中の治療チャンバと、
　治療液を収容する前記治療チャンバと、
　前記圧力チャンバの中に超音波を放射するための少なくとも１の超音波トランスデュー
サと、



(4) JP 2010-501285 A 2010.1.21

10

20

30

40

50

を具えることを特徴とする器具。
【請求項２５】
　前記超音波トランスデューサから放射される前記超音波が、約１５ｋＨｚ乃至２０ＭＨ
ｚの範囲の周波数を具えていることを特徴とする請求項２４に記載の器具。
【請求項２６】
　前記超音波トランスデューサから放射される前記超音波が、約２０ｋＨｚ乃至１００ｋ
Ｈｚの範囲の好適な低周波数を具えていることを特徴とする請求項２４に記載の器具。
【請求項２７】
　前記超音波トランスデューサから放射される前記超音波が、約３０ｋＨｚの推奨される
低周波数を具えていることを特徴とする請求項２４に記載の器具。
【請求項２８】
　前記超音波トランスデューサから放射される前記超音波が、約０．７ＭＨｚ乃至２０Ｍ
Ｈｚの範囲の好適な高周波数を具えていることを特徴とする請求項２４に記載の器具。
【請求項２９】
　前記超音波トランスデューサから放射される前記超音波が、約０．７ＭＨｚの推奨され
る高周波数を具えていることを特徴とする請求項２４に記載の器具。
【請求項３０】
　前記超音波トランスデューサから放射される前記超音波が、少なくとも１ミクロンの振
幅を具えていることを特徴とする請求項２４に記載の器具。
【請求項３１】
　前記超音波トランスデューサから放射される前記超音波が、約３０乃至２５０ミクロン
の範囲の好適な低周波数の振幅を具えていることを特徴とする請求項２４に記載の器具。
【請求項３２】
　前記超音波トランスデューサから放射される前記超音波が、約５０ミクロンの推奨され
る低周波数の振幅を具えていることを特徴とする請求項２４に記載の器具。
【請求項３３】
　前記超音波トランスデューサから放射される前記超音波が、少なくとも１ミクロンの高
周波数の振幅を具えていることを特徴とする請求項２４に記載の器具。
【請求項３４】
　前記超音波トランスデューサから放射される前記超音波が、少なくとも５ミクロンの好
適な高周波数の振幅を具えていることを特徴とする請求項２４に記載の器具。
【請求項３５】
　前記超音波トランスデューサから放射される前記超音波が、約１０ミクロンの推奨され
る高周波数の振幅を具えていることを特徴とする請求項２４に記載の器具。
【請求項３６】
　さらに、前記治療チャンバを撹拌する手段を具えていることを特徴とする請求項２４に
記載の器具。
【請求項３７】
　さらに、前記超音波トランスデューサを選択的に作動させる手段を具えていることを特
徴とする請求項２４に記載の器具。
【請求項３８】
　体肢を治療するための圧力チャンバであって、
　前記圧力チャンバの中に接触媒体を注入するため及び／又は前記圧力チャンバから接触
媒体を引き出すための少なくとも１のポートと、
　前記ポートに連通する少なくとも１のポンプと、を具えており、
　前記ポンプが、前記ポートを通して前記圧力チャンバの中に前記接触媒体を移送するこ
とを特徴とする圧力チャンバ。
【請求項３９】
　さらに、前記ポートを通して接触媒体を選択的に移送するための手段を具えていること
を特徴とする請求項３８に記載の圧力チャンバ。
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【請求項４０】
　さらに、前記ポートを選択的に開放及び／又は閉止するための手段を具えていることを
特徴とする請求項３８に記載の圧力チャンバ。
【請求項４１】
　体肢を治療するための治療チャンバであって、
　頂部を具えた柔軟な殻と、
　前記治療すべき体肢を挿入する前記頂部の開口部と、
　治療すべき体肢の周りに前記開口部を封着させる手段と、
を具えていることを特徴とする治療チャンバ。
【請求項４２】
　さらに、容易に取り外し可能且つ使い捨て可能な柔軟な殻を具えていることを特徴とす
る請求項４１に記載の治療チャンバ。
【請求項４３】
　さらに、入口に連通するポンプ又は複数のポンプを具えており、
　前記ポンプが、前記治療チャンバを通して治療液を移送することを特徴とする請求項４
１に記載の治療チャンバ。
【請求項４４】
　前記治療チャンバの少なくとも一部が、手袋に似た全体的な形態を具えていることを特
徴とする請求項４１に記載の治療チャンバ。
【請求項４５】
　前記治療チャンバの少なくとも一部が、靴下に似た全体的な形態を具えていることを特
徴とする請求項４１に記載の治療チャンバ。
【請求項４６】
　接触媒体を注入及び／又は引き出すための請求項３８に記載のポートが、さらに、
　前記ポートに取り付けられたノズルと、
　前記ポートを通して前記接触媒体をターゲッティングする前記ノズルと、
　前記ノズルの中の少なくとも１のシンバルトランスデューサと、
　前記ポートを開放及び／又は閉止するための手段と、
を具えていることを特徴とするポート。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００６年８月２５日に出願され、その示唆が参照することにより本書に盛
り込まれた米国特許出願第１１／４６７２２５号の優先権を主張するものである。
【０００２】
　本発明は、超音波治療及び加圧治療を組み合わせた傷の治療の器具及び方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　臨床現場で直面する頻発する体肢の傷は、治癒するのが遅く取り扱うのが難しい。この
ような傷は多くの場合、糖尿病患者、高齢者、末梢循環に障害があり又は末梢循環が低下
した者にみられる。このような傷は患者に障害を与え、患者はその生活の質を落としてし
まう。治癒していない傷の細菌感染のし易さが患者の罹患率及び死亡率を増加させる。病
院又は施設の環境といった薬物耐性の病原菌が豊富にある環境に置くことが、患者の罹患
率及び死亡率をさらに増加させる。このような傷の治療では、１人の患者に当てなけれな
ならない時間および設備が増えることによって、特に深刻な感染が始まった後で、医療関
係者を悩ます。
【０００４】
　血液の十分な供給および抗炎症薬の的確なバランスとともに、感染がない湿った状態に
傷を維持することが、回復を促進するための理想的な治療であると考えられている（Ｊｏ
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ｎｅｓら。２００５）。理想的な治療を形成する試みでは、医療機器の製造者及び発明者
が局所的な負圧による治療又は超音波を用いた様々な器具を作製している。
【０００５】
　局所的な負圧による治療は、傷の表面に制御負圧を適用する。一般に、真空ポンプ又は
同じような機構によって負圧が形成される。代表的な器具は、Ｊｏｈｎｓｏｎらによる特
許番号第７，０７０，５８４号、Ｂｏｙｎｔｏｎらによる特許番号第７，００４，９１５
号、Ｊｏｈｎｓｏｎによる特許番号第６，９９４，７０２号、Ｌｉｎａらによる特許番号
第６，６９５，８２３号、及びＶｏｇｅｌらによる特許番号第６，１３５，１１６号に含
まれている。典型的な負圧治療器具は、細菌のレベル及び現状の炎症性物質を減らしつつ
、傷及び肉芽組織又は組織の成長の割合に血液、栄養素、酸素、及び成長因子といったこ
れらに限定されない有益な回復要素の流れを増加させるものとみなされている。しかしな
がら、局所的な負圧による治療はいくつかの制限がある。かさぶたを有した又はひどく細
菌感染した傷の治療では効果的ではないため、局所的な負圧による治療器具は、清浄且つ
切除した創傷床での回復を促進できるだけである（Ｊｏｎｅｓら。２００５）。さらに、
負圧による治療は、存在により回復を遅らせ又は妨げる壊死組織には禁忌である（Ｊｏｎ
ｅｓら。２００５）。高いレンタル料及び高価な銀加工の包帯剤が、傷の治療に局所的な
負圧器具による治療を適用するのをさらに制限する。これは特に、４乃至６週間の連続的
な治療を要し、その間２人以上の患者に器具を使用できないという事実の観点から真実で
ある。
【０００６】
　包帯剤を交換する際に傷を再び傷付けることで、局所的な負圧による治療器具がさらに
制限される。このような器具によって使用される包帯剤は、必要に応じてポーラスである
。傷が治ると、新たな組織が包帯のポーラスな開口の中に成長する。包帯剤を外すと、回
復した組織が包帯剤とともに取れてしまう。
【０００７】
　アトマイズ処理した接触媒体を介して超音波エネルギを送出しながら、超音波による傷
の治療器具は、傷への有益な治療要素の流れを増加させることによって傷を治療する。代
表的な器具は、Ｓｏｉｉｎｇらによる特許番号第７，０２５，７３５号、Ｂａｂａｅｖに
よる特許番号第６，９６４，６４７号、Ｂａｂａｅｖによる特許番号第６，９６０，１７
３号、Ｓｏｒｉｎｇによる特許番号第６，９１６，２９６号、Ｂａｂａｅｖによる特許番
号第６，７６１，７２９号、Ｂａｂａｅｖによる特許番号第６，７２３，０６４号、Ｂａ
ｂａｅｖによる特許番号第６，６６３，５５４号、Ｂａｂａｅｖによる特許番号第６，６
２３，４４４号、Ｂａｂａｅｖによる特許番号第６，６０１，５８１号、Ｂａｂａｅｖに
よる特許番号第６，５６９，０９９号、Ｂａｂａｅｖによる特許番号第６，５３３，８０
３号およびＢａｂａｅｖによる特許番号第６，４７８，７５４号に含まれている。標的と
する傷に比較的速やかに接触しないため、これらの器具は、傷への超音波エネルギの伝送
が効率的ではない。このため、これらの器具の、傷を洗浄する能力、壊死組織を除去する
能力、又は病原菌を死滅させる能力が限られる。
【０００８】
　Ｖａｇｏによる特許番号第５，３０５，７３７号及びＶａｇｏによる特許番号第５，６
６５，１４１号は、傷付いた動物を治療し得る超音波槽を開示している。脱気した接触媒
体（作動流体）に動物を浸し、脱気した接触媒体を通してこの動物に超音波エネルギを伝
えることで、この槽が傷付いた動物を治療する。脱気した接触媒体の使用により、接触媒
体の中のキャビテーションの形成を防止する。
【０００９】
　負圧治療及び超音波治療の治癒能力の強化の取り組みにおいて、超音波誘導局所加圧治
療を用いた傷を治療するための器具が、本出願の出願人によって開発されており、「Ｕｌ
ｔｒａｓｏｕｎｄ　Ｗｏｕｎｄ　Ｃａｒｅ　Ｄｅｖｉｃｅ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ」と題
される出願番号第１１／４７４，９６５号に開示されている。傷の表面にわたって負圧及
び正圧を超音波で誘起することで、超音波で誘起される局所的な加圧治療が傷の回復を助
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ける。傷に接触する治療液の中に放射される超音波エネルギが、治療液の中にキャビテー
ションを誘起することで、接触媒体の中に気泡を形成する。このような現象は、水の沸騰
と同じであるが、治療液を加熱した結果ではない。気泡が形成し傷の面にぶつかって消滅
し、局所的な正圧及び負圧の微小領域が傷の表面にわたって形成される。交互に入れ替わ
る圧力が、傷に対する有益な回復要素の流れを増加しつつ、壊死組織及び他の汚染物質を
傷から除去する。
【００１０】
　傷の部位への血流を増やすことで、傷に送出される有益な回復要素の量を増加させるこ
とにより、回復を促進する。負圧治療装置は、超音波の治療効果を採用した場合でも、損
傷部位における血流を増加できるだけである。外傷肢を通る血液の循環は影響を受けない
ままである。このため、傷付いた組織が利用可能な有益な回復因子が、傷付いた体肢に入
る有益な回復因子に限られる。体肢（すなわち、腕、脚、足及び手）の中の血流を増加さ
せるための様々な器具及び方法が存在する。交互に変化する又は変動する外部圧力を体肢
に加えることにより（以下、「外部加圧治療」と称する）、体肢の中の血液の循環を増加
させる。このような外部加圧治療を採用する器具は、Ｄｉｌｌｏｎによる特許番号第４，
３４３，３０２号、Ｄｉｌｌｏｎによる特許番号第４，２６９，１７５号、及びＤｉｌｌ
ｏｎによる特許番号第３，９６１，６２５号によって代表される。また、末梢血管系を通
して血液を送るような体肢の機械的な刺激又は撹拌によって末梢の血流が促進される。末
梢循環を増加するのに効果的であるが、このような器具は、治療される体肢にある損傷又
は傷を直接的に治療できない。
【００１１】
　このため、超音波で誘起する局所的な圧力を傷に適用しつつ、傷付いた体肢の中での大
循環を増加し得る器具又は方法の必要性がある。
【発明の概要】
【００１２】
　本発明は超音波治療及び加圧治療を組み合わせた傷の治療器具に関する。本器具は、外
側の圧力チャンバと、圧力チャンバの側部及び／又はその中に取り付けられた超音波トラ
ンスデューサと、圧力チャンバの中に設けられた治療チャンバとを具えている。治療チャ
ンバは、傷を洗浄し、傷への有益な治療要素の流れを増加させ、及び／又は傷に様々な治
療化合物を送出するように、傷付いた体肢に超音波誘起局所加圧治療を施す。傷の洗浄は
、創傷清拭、傷から壊死組織を除去すること、傷から汚染物質を除去すること、細菌、菌
類（ｆｕｎｇｉ）、ウイルス、及び／又は傷の中の他の感染性細菌を死滅及び／又は除去
すること、に言及するものである。治療液は、治療チャンバの中に保持され、治療チャン
バを通して循環する。治療チャンバを囲む圧力チャンバは、傷付いた体肢の中の血液循環
を増大させるように、傷付いた体肢に外部加圧治療を施す。圧力チャンバの側部及び／又
はその中に取り付けられた超音波トランスデューサが、治療チャンバの中に局所的な加圧
治療を誘起するように、圧力チャンバの中に保持された接触媒体を通して治療のための超
音波エネルギを治療チャンバに送出する。
【００１３】
　圧力チャンバは、接触媒体を注入及び／又は排出するポート又は複数のポートを具えて
いる。接触媒体を圧力チャンバの中に注入することで、圧力チャンバの中の圧力が増加す
る。逆に、圧力チャンバから接触媒体を排出することで、圧力チャンバの中の圧力が減少
する。圧力チャンバの中に保持された接触媒体は、超音波を伝え得る任意の流体でよい。
ポートに連通するポンプ又は複数のポンプによって、接触媒体の注入及び／又は排出を行
ってもよい。代替的に、接触媒体の注入及び排出を繰り返すことによって圧力チャンバの
中の圧力を変えることで、治療される体肢の血管系の中にポンピング動作を作る。誘起さ
れるポンピング動作は、治療される体肢の中の血液循環の増加を促進する。増加した血液
循環により、傷付いた体肢に有益な治療要素をより送出することができ、結果として、治
療される傷により多く利用されるようになる。
【００１４】
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　可能である代替的な実施例では、接触媒体が圧力チャンバのポートを通して与圧流とし
て圧力チャンバの中に注入される。与圧流として接触媒体を注入することで、治療される
体肢の特定の及び／又は代替的な領域を標的とする直接的な加圧が可能となる。ポートの
中に遠位端が先細状のノズルを組み込むことが、接触媒体の与圧流がより良好にターゲッ
ティング及び／又は形成されるようになされる。治療すべき体肢の特定の場所へのこのよ
うな与圧流の選択的なターゲッティングをし易くするために、ポートは、バルブ又はソレ
ノイドといったこれらに限定されないが、ポートを開放及び／又は閉止するための手段を
具えてもよい。本発明に係る治療器具の中に、コンピュータ又はバルブ制御パネルといっ
たこれらに限定されない、ポートを選択的に開放及び閉止する手段を組み込むことで、使
用者は、圧力チャンバの中の圧力の変化の速さを制御するとともに、より良好に接触媒体
の与圧流を扱うことが可能となる。また、ポートは超音波トランスデューサを組み込んで
いる。
【００１５】
　他の可能性のある実施例では、本発明が、さらに、一連のバルブ、ソレノイド、及び／
又は様々なポートに出入りする接触媒体の流れを移動及び扱う同様な手段を有する、ポー
トに連通するマニホールドを具えている。マニホールド及びポートを通る流体の流れを、
コンピュータ、制御パネル、又は同じような手段によって制御してもよい。
【００１６】
　接触媒体の連続的な注入及び排出によって圧力チャンバの中に形成される、正圧と負圧
とが交互に入れ替わる圧力が、治療チャンバの中に正圧と負圧とが交互に入れ替わる圧力
を形成する。治療チャンバは、圧力チャンバの中の圧力の変化に応じて伸長及び縮小し得
る柔軟な殻を具えていることで、圧力チャンバの中の圧力を治療チャンバの中の圧力に合
わせる。治療チャンバの中に形成される負圧が、接触媒体が圧力チャンバから排出される
際に、従来の負圧治療と同じような環境を形成する。感染性細菌、炎症性物質、及び／又
は傷から治療チャンバに取り除かれる様々な汚染物質を排出し得る一方で、傷を洗浄する
ように治療チャンバを通して治療液を循環させてもよい。
【００１７】
　傷の表面にわたって局所加圧治療を超音波で誘起することで、本発明は傷を治療し傷の
回復を助ける。圧力チャンバの中及び／又はそれに配置された超音波トランスデューサか
ら放射される超音波エネルギは、治療チャンバの中に保持された治療液の中にキャビテー
ションを誘起し、治療液の中に気泡の形成をもたらす。このような現象は、水の沸騰と同
じであるが、治療液を加熱した結果ではない。気泡が形成し傷の面にぶつかって消滅する
際に、局所的な正圧及び負圧の微小領域が傷の表面にわたって形成される。交互に入れ替
わる圧力が傷を消毒する。
【００１８】
　治療チャンバの中の治療液は、液体、ゲル、又は同じような流体の媒体でよい。傷の治
療の際に薬剤の送出を補助するために、治療液の中に薬剤を溶解又は懸濁させてもよい。
分散又は懸濁した薬剤が接触媒体から遊離することで、創傷床の中の微小な流れとともに
傷の表面のマクロなキャビテーション及び微小キャビテーションを誘起しつつ、超音波が
創傷床の中又は創傷床にわたって薬剤を伝える。
【００１９】
　傷の中に、超音波が微細なキャビテーション及びマイクロストリーミングを誘起する。
細菌及び病原菌を死滅させることで、接触媒体の中のキャビテーションが傷から病原菌を
除去しつつ、誘起した微細なキャビテーションが傷を殺菌する。創傷床の中にマイクロス
トリーミングを誘起することで、送出された超音波が創傷床への血流を増加させ、これに
より傷への有益な治療要素の送出を増加させ及び／又は傷から炎症性物質を除去し得る。
また、局所的な圧力を変動させることで、炎症性物質の除去を助ける。重複する治療上の
利点を与え、変動する局所的な圧力及び送出した超音波が単独で使用する場合のいずれか
の作用を強調することで、相乗的な回復作用を形成する。
【００２０】
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　本発明は、複数のランジュバン又はシンバル超音波トランスデューサ、好適にはシンバ
ルトランスデューサを含んでいてもよい。このような構成では、１つのトランスデューサ
及び／又は一群のトランスデューサを選択的に動作させることにより、傷を含む治療され
る体肢の領域及び／又は複数の領域に超音波エネルギをターゲッティングし得る。治療器
具の中に、コンピュータ又は制御パネルといったこれらに限定されない超音波トランスデ
ューサを選択的に動作させる手段を組み込むことにより、使用者がトランスデューサから
治療しようとする傷に放射される超音波エネルギをより良好にターゲッティング又は導く
ことができるようになる。
【００２１】
　さらに、本器具は、外部の圧力チャンバ及び／又は内部の治療チャンバの治療動作をさ
らに促進するように、傷付いた体肢を機械的に撹拌又は振動する手段を具えている。圧力
チャンバ及び／又は治療チャンバに同じような運動を揺動、振動、旋回、振動（oscillat
ing）、又は誘導させることによる本システムの撹拌が、治療される体肢の中に同じよう
な運動を誘起するよう行われる。体肢に加えられる運動は、治療される体肢の中の血液循
環をさらに増加させることによって、回復を促進する。治療チャンバの中の治療液の中に
渦又は他の乱流を誘導することによって、回復がさらに促進される。治療チャンバに保持
される治療液の中に渦を誘起すると、治療される傷から離れる感染性細菌、壊死組織、組
織片、汚染物質、及び／又は炎症性物質の流れ及び排出を増加させる。
【００２２】
　本発明による傷の治療は、傷が治癒するまで本器具を継続的に使用することを要しない
。むしろ、本発明を断続的に使用して患者の傷を治療する。患者が治療期間を終えた後に
、本器具を洗浄及び消毒して、その後で他の患者を治療するために使用してもよい。異な
る患者との治療期間の間における洗浄の量を減らし、本発明の汎用性を高くすることに関
しては、治療チャンバは取り外し及び／又は使い捨て可能であり、治療すべき体肢に合う
いくつかの形態が可能である。
【００２３】
　本発明は、主に傷の治療を意図するものであるが、当業者は、傷の治療を行わない末梢
循環の改善に、及び傷付いた及び／又は炎症を起こした関節とともに、傷付き、歪んだ、
及び／又は疲労した筋肉の治療に、すぐにその適用を認識するであろう。
【００２４】
　本発明の一態様は、傷を治療し傷の回復を助けるものである。
【００２５】
　本発明の別の態様は、壊死組織、病原菌及び傷による他の汚染を除去することである。
【００２６】
　本発明の別の態様は、傷に薬物を送出することである。
【００２７】
　本発明の別の態様は、傷を湿らすことである。
【００２８】
　本発明の別の態様は、細菌及び他の病原菌を死滅させることによって傷を殺菌すること
である。
【００２９】
　本発明の別の態様は、創傷床への血流を増加させることである。
【００３０】
　本発明の別の態様は、傷への栄養分の送出を増加させることである。
【００３１】
　本発明の別の態様は、傷から炎症性物質を除去することである。
【００３２】
　本発明の別の態様は、治療する傷の表面の上に変動圧力のマイクロドメインを形成する
ことである。
【００３３】
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　本発明の別の態様は、局所的な加圧治療を提供することである。
【００３４】
　本発明の別の態様は、治療中に正圧から負圧に又は負圧から正圧に圧力を変えることで
ある。
【００３５】
　本発明の別の態様は、超音波治療と局所加圧治療との間に相乗関係を形成することであ
る。
【００３６】
　本発明の別の態様は、組織片、壊死組織、細菌、及び他の汚染物質を傷から流し出すこ
とである。
【００３７】
　本発明の別の態様は、１つの器具で複数の患者を同時に治療できるようにすることであ
る。
【００３８】
　本発明の別の態様は、体肢への血液の循環を増加させることである。
【００３９】
　本発明の別の態様は、超音波治療と外部加圧治療との間に相乗関係を形成することであ
る。
【００４０】
　本発明の別の態様は、超音波増強負圧治療と外部加圧治療との間に相乗関係を形成する
ことである。
【００４１】
　本発明のこれら及び他の態様が、以下に記載された説明及び図示された図面からより明
らかとなろう。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】図１は、本発明を実施する超音波治療及び加圧治療を組み合わせた傷の治療器具
の断面図を示す。
【図２】図２は、可能である代替的な実施例の断面図を示しており、接触媒体が与圧流と
してポートを通して圧力チャンバの中に注入される。
【図３】図３は、与圧流として接触媒体を注入する可能であるポートの実施例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　本発明は、超音波治療と加圧治療とを組み合わせた傷の治療器具である。器具に関連す
る本発明の好適な実施例を、図面に示し以下で詳細に説明する。
【００４４】
　図１は、本発明を実施する超音波治療及び加圧治療を組み合わせた傷の治療器具の断面
図を示す。本器具は、圧力チャンバ１と、圧力チャンバ２の側面（天井、床、及び／又は
壁）に取り付けられた超音波トランスデューサ２と、圧力チャンバ１の中に設けられた治
療チャンバ３と、を具えている。治療すべき体肢４を治療チャンバ３の中に挿入する。治
療チャンバ３は、超音波トランスデューサ２から接触媒体５を通して治療チャンバ３に放
射される超音波エネルギの送出によって促進される超音波誘起局所加圧治療を傷付いた体
肢に適用する。
【００４５】
　図１に従って、圧力チャンバ１は、接触媒体５を圧力チャンバ１の中に注入し及び／又
は圧力チャンバ１から排出する複数のポート６を具えている。接触媒体の注入及び／又は
排出を、ポート６に連通するポンプ又は複数のポンプ（図示せず）によって実施してもよ
い。接触媒体５を圧力チャンバ１に注入することで、圧力チャンバ１の中の圧力が増加す
る。逆に、接触媒体５を排出すると圧力チャンバ１の中の圧力を減らす。圧力チャンバの
中に保持された接触媒体５は、超音波を伝え得る任意の流体である。図１に示すように、
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別々のポート６を通して接触媒体５を注入及び排出してもよい。代替的に、同じポートを
通して接触媒体５を注入及び引き出してもよい。このような実施例では、ポート６を通し
て接触媒体５を選択的に注入及び／又は排出するための手段が、本器具と一体化している
。接触媒体を移送動するためのこのような手段は可逆ポンプを含んでもよいが、これに限
定されない。
【００４６】
　図１に従って、治療チャンバ３は、圧力チャンバの中の圧力の変化に応じて伸長及び縮
小し得る柔軟な殻を具えていることで、圧力チャンバの中の圧力を治療チャンバの中の圧
力に合わせる。治療チャンバは、治療すべき体肢４の傷に、超音波誘起局所加圧治療を施
す。超音波トランスデューサ２は、治療チャンバの中に局所加圧治療を引き起こすように
、圧力チャンバの中に保持された接触媒体５を通して、治療のための超音波エネルギを治
療チャンバ３に送出する。圧力チャンバ１に対する接触媒体５の注入及び排出を繰り返す
ことによって治療チャンバ３の中の圧力を交互に変えることで、治療される体肢の血管系
の中にポンピング動作を作る。誘起されるポンピング動作は、治療される体肢の中の血液
循環の増加を促進する。増加した血液循環により、傷付いた体肢に有益な治療要素をより
送出することができ、結果として、治療される傷により多く利用されるようになる。さら
に、治療チャンバ３は、その頂部に治療すべき体肢４を挿入する開口部と、当該開口部を
治療すべき体肢４に密閉する手段と、を具えている。密閉する手段は、開口部を治療すべ
き体肢に押し付ける伸縮素材又は輪ゴム、開口部を治療すべき体肢に結合する接着剤、及
び／又は引き紐でよいが、これらに限定されない。密閉する手段は、超音波誘起局所加圧
治療及び外部加圧治療を適用する際に、治療チャンバ３の中に保持される治療液７が抜け
ないようにする。治療チャンバの中の治療液７は、液体、ゲル、又は同じような流体の媒
体でよい。傷の治療の際に薬剤の送出を補助するために、治療液の中に薬剤を溶解又は懸
濁させてもよい。場合により、治療液７から分散又は懸濁した薬剤を遊離させることで、
創傷床の中の微小な流れとともに傷の表面のマクロなキャビテーション及び微小キャビテ
ーションを誘起しつつ、超音波が創傷床の中又は創傷床にわたって薬剤を伝える。治療液
７を治療チャンバ３を通して循環させてもよい。循環する治療液７は、入口８を通って治
療チャンバに入り出口９を通って出る。治療チャンバを通る治療液７の循環は、入口８及
び／又は出口９に連通するポンプ又は複数のポンプ（図示せず）によって行ってもよい。
【００４７】
　図１に示す治療チャンバは、靴下の形態と同じような形態を有している。代替的に、治
療チャンバが、手袋、袖、又はブーツと同じような形態を有してもよい。袖のような形態
により、足又は手を治療せずにそれぞれ脚又は腕の治療が可能となる。本発明の袖のよう
な実施例では、治療チャンバが、さらに、治療される体肢に密着される開口部をその基部
に具えている。また、治療チャンバは、選択した形態が治療すべき体肢を収容し得る限り
、代替的な形態を有してもよい。治療チャンバを本願発明に取り外せないように固定して
もよく、又はそれを取り外し可能及び使い捨て可能にしてもよい。使い捨て可能な治療チ
ャンバにより、治療の合い間の最小限の洗浄だけを要して一連の患者に本願発明を使用し
得るようになる。
【００４８】
　図１に従って、さらに、本発明は、外部の圧力チャンバ及び／又は内部の治療チャンバ
の治療動作をさらに促進するように、傷付いた体肢を機械的に撹拌し又は振動させる撹拌
手段１０を具えている。撹拌手段１０を圧力チャンバ１の外面に結合させてもよい。代替
的に、撹拌手段１０を圧力チャンバの中に配置してもよい。撹拌手段１０は、撹拌台、磁
気攪拌機又は機械式混合機を有しており、圧力チャンバ１及び／又は治療チャンバ３を撹
拌する。
【００４９】
　図２は、可能である代替的な実施例の断面図を示しており、接触媒体５がポート６を通
してノズル１３を通る与圧流１２として圧力チャンバ１の中に注入される。与圧流として
接触媒体を注入することで、治療すべき体肢の特定の及び／又は代替的な領域に標的を絞
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【００５０】
　図３は、与圧流として接触媒体を注入するポートの可能な実施例を示しており、このポ
ートが、遠位端が先細状のノズル１３と、ポートの選択的な開放及び閉止が可能なソレノ
イド１４と、超音波トランスデューサの開口部１５と、を具えている。ノズル１３は、接
触媒体の与圧流をより良好にターゲッティング及び／又は形成し得る。ソレノイド１４は
、複数のポートを採用する場合に、治療すべき体肢の特定の場所へのこのような与圧流の
選択的なターゲッティングをし易くする。所望の領域に与圧流を放射するポートのソレノ
イド１４を選択的に開放することで、本器具の使用者がこの流れをターゲッティングする
ことができる。本発明に係る治療装置の中に、コンピュータ、バルブ、及び／又はポンプ
制御パネルといったこれらに限定されない、ポート（図示せず）を選択的に開放及び閉止
する手段を組み込むことで、使用者がより良好に接触媒体の与圧流を扱うこと及び／又は
圧力チャンバの中の圧力の変化の速さを制御することが可能となる。また、ポート制御手
段を組み込むことで、使用者がポートからの与圧流の注入を調整することが可能となり、
治療すべき体肢に対して様々な噴霧パターンを形成し得る。
【００５１】
　本発明で使用されるトランスデューサから放射される超音波は、約１５ｋＨｚ乃至２０
ＭＨｚの周波数の範囲で変えてもよい。好適な低周波数の範囲は、約２０ｋＨｚ乃至１０
０ｋＨｚである。より好適な低周波数の範囲は、約２５ｋＨｚ乃至５０ｋＨｚである。推
奨される低周波数は、約３０ｋＨｚである。好適な高周波数の超音波の範囲は、約０．７
ＭＨｚ乃至２０ＭＨｚである。より好適な高周波数の範囲は、約０．７ＭＨｚ乃至１ＭＨ
ｚである。推奨される高周波数は約０．７ＭＨｚである。また、使用される超音波の振幅
のは、約１ミクロン及びそれ以上の範囲で変えてもよい。好適な低周波の振幅は、約３０
乃至１０００ミクロンである。推奨される低周波の振幅は、約１００ミクロンである。高
周波の振幅を、１ミクロン及びそれ以上にすることができる。推奨される高周波の振幅は
、約１０ミクロンである。低周波の超音波を使用することが、治療のための好適な方法で
ある。
【００５２】
　本明細書で特定の実施例を図示及び説明したが、同じ目的を達成するのに適した構成に
示した特定の実施例を代えてもよいことが、当業者にとって明らかであろう。上記の記載
は具体例であって、限定するものではないことを意図するものと理解されるべきである。
本開示を検討すれば、上記の実施例と他の実施例とのの組み合わせが、当業者にとって明
らかであろう。本発明の範囲は、特許請求の範囲が享有するものに相当する包括的な範囲
とともに、添付の特許請求の範囲を参照して決定されるべきである。
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